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管理不全空家等の判定について

令和７年２月１８日
令和６年度第１回柏市空家等対策協議会
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１ 空家特措法での定義

空家等(法第2条1項)

建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていない
ことが常態であるもの及びその敷地（立木その他の土地に定着する物を含む。）

管理不全空家等(法第13条1項)

適切な管理が行われていないことによりそのまま放置すれば特定空家等
に該当することとなるおそれのある状態と認められる空家等

特定空家等(法第2条2項)
次の状態にあると認められる空家等
①そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
②そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
③適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
④その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
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２ 特定空家等及び管理不全空家等の参考基準（国資料より）
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２ 特定空家等及び管理不全空家等の参考基準（国資料より）
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２ 特定空家等及び管理不全空家等の参考基準（国資料より）

4

5



2025/3/24

4

6

３ 判定表(案)について

特定空家等や管理不全空家等の空家法上の定義は抽象的であり，実務上，判定
には対象空家等の保安上危険，景観悪化，衛生上有害・生活環境への影響等の
各度合いを確認し，総合的に判定する必要がある。

これまで市職員の現地調査の際に使用していた特定空家等判定基準票は，国ガ
イドライン項目の該当の有無のみ確認していたが，管理不全空家等との差異を
明確に判定するためにも新しい判定表が必要。

新判定表(案)の内容は，特定空家等の勧告を実施する前に行っている，協議会
(部会)の現地確認調査時に使用する柏市特定空家等勧告案件判定表（判定表①，
②，③）をそのまま使用。
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３ 判定表(案)について

従前の判定票(特定空家等) 新判定表案(特定空家等及び管理不全空家等)
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３ 判定表(案)について

判定表②

判定表①

該当しない小中大

特定空家等特定空家等特定空家等特定空家等100点以上

管理不全空家等管理不全空家等特定空家等特定空家等80点～99点

-管理不全空家等管理不全空家等特定空家等50点～79点

--管理不全空家等特定空家等0点～49点

いずれかの項目に該当する場合：特定空家等判定表③

新判定表では，判定表①(保安上危険)での点数，判定表②(衛生上有害，その他放
置することが不適切)の悪影響の範囲，判定表③(景観悪化)の該当の有無を組み合
わせて，総合的に特定空家等及び管理不全空家等への該当を判定。
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４ 今後の管理不全空家等に対する指導・勧告について

 今後，職員による現地調査の際に新判定表を活用し，管理不全空家等と判定する。判定した管理不全空家等の所有者
等に対し，管理指針に即した措置を市から指導する。（法第13条1項）

 上記指導により改善されない場合には，管理不全空家等の勧告（法第13条2項）を実施することになる。

 特定空家等の勧告（法22条2項）と管理不全空家等の勧告（法13条２項）については，特定空家等の勧告は，明らか
に危険な空家を対象としてより強い措置である命令・代執行（緊急代執行を含む）の前置としての位置づけであるの
に対し，管理不全空家等の勧告は，管理不全の放置空家の特定空家化を未然に防ぐ管理確保の指導の延⾧上に位置づ
けられているという違いがある。

 管理不全空家等の勧告（法13条2項）の実施方法等については，指導（法第13条1項）の実施状況（本市での対象件
数や指導回数，指導結果の状況等）を踏まえ，本市のルールを今後研究する。（例えば，複数回の指導に対し所有者
等の管理行動が見られないケースを勧告するなどが想定できる。）

 勧告（法13条2項）された管理不全空家等の敷地は，勧告（法22条2項）された特定空家等の敷地と同様に固定資産
税・都市計画税の住宅用地特例の適用外となる。（地方税法第349条の3の2等）
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